
令和元年度第４回経営戦略会議 会議結果の概要 

開催日時 令和元年7月30日（金）午後3時30分～午後4時30分 

開催場所 東館4-2会議室 

出席者 市長、副市長、総務部長、危機管理部長、情報戦略局長、環境生活部

長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、国体推進局長、教育

委員会事務局事務部長、上下水道部長、病院経営推進部長 

審議事項 

（１）｢みなと小学校開校【令和３年４月】に伴うスクールバスの運行等について｣ 

＜教育委員会＞ 

 

（２）｢路上喫煙対策について」 ＜環境生活部＞ 

 

１ みなと小学校開校【令和３年４月】に伴うスクールバスの運行等について 

＜教育委員会＞ 

 

概 要 

「伊勢市立小学校適正規模化・適正配置基本計画」（以下「基本計画」という。）

に基づき、令和３年４月から開校予定である神社小学校と大湊小学校の統合校「みな

と小学校」については、新たに取得した土地に校舎等の建設を行う。新たな通学路に

ついては、統合準備会にて検討をしているが、統合準備会発足以前より、保護者・地

域からスクールバスの運行について強い要望があるため、基本計画に定める「通学環

境の整備」の規定を踏まえて、次のとおり審議を行った。 

  

※【基本計画】通学環境の整備について 

  ・通学路の安全確保 

適正配置による通学区域の見直し時には、危険箇所等の再点検を行い、通学時

の安全対策に努める。 

  ・遠距離通学者に対する通学支援 

小学校では「統合校から半径２ｋｍを超える区域に居住する児童」に対して公

共交通機関やスクールバス等の交通手段を確保する。 

 

（１）大湊町（大湊川以北）について 

   半径２ｋｍは超えない地域ではあるが、地理的な要因や道路状況等により、徒

歩通学時の安全確保が困難な状況であるため、スクールバス運行等通学支援を行

うこととする。 

   



（２）小木町（国道 23号以南）について 

   一部が半径２ｋｍを超えるため、その地域はスクールバスの運行等通学支援を

行う。また、境界付近の児童の通学条件は余り変わらないため、同様に考え支援

を行うこととする。 

 

結 論  

 大湊川以北については、提案された内容のとおりとし、国道 23 号以南については、

小木町に限らず対象とすることとされた。 

 

主な意見・補足等 

・スクールバスへの一般乗車についても今後検討されたい。 

・安全な通学路を確保するという観点から、スクールバスとそれ以外のバス等への併

用についても今後検討されたい。 
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２ 路上喫煙対策について    ＜環境生活部＞ 

 

概 要 

市内における喫煙対策として禁煙エリアを設定するため、路上喫煙対策審議会で

の審議結果を踏まえ、「伊勢市を美しくする条例」の一部改正を行うことについて審

議を行った。 

主な内容については、以下のとおりである。 

 

（１）路上喫煙禁止区域（案）について 

   観光客が多く訪れる区域で、喫煙場所が整備され分煙環境が整う２エリアを対

象とする。 

  ア 伊勢市駅前・宇治山田駅前エリア 

  イ 内宮周辺エリア 

（２）伊勢市を美しく条例の改正（案） 

  ア 第１条（目的）、第２条（定義）に路上喫煙等に関する内容を加える。 

  イ 第５条「市民等の責務」に１項加える（第５条第２項）。 

  ウ 第８条の次に次の４条を加える。 

    ・第８条の２（路上喫煙禁止区域の指定等） 

    ・第８条の３（禁止区域の変更等） 

    ・第８条の４（禁止区域における路上喫煙の禁止） 



   ・第８条の５（禁止区域における路上喫煙に対する指導） 

  オ 第 13条の次に次の１条を加える。 

   ・第 13条の２（伊勢市路上喫煙禁止対策審議会）  

 

（３）今後の予定 

・条例改正・区域の指定（案）のパブリックコメント実施･･･Ｒ１.９月 

・伊勢市路上喫煙対策審議会からの答申(条例改正・区域指定(案))･･･Ｒ１.10月 

  経営戦略会議（条例改正・区域指定(案)）パブリックコメントの結果報告 

 ・市議会へパブリックコメントの結果報告･･･Ｒ１.11月 

 ・市議会（伊勢市を美しくする条例改正）･･･Ｒ１.12月 

 ・区域指定の告示 ･･･Ｒ２.１月 

 ・区域指定の施行 ･･･Ｒ２（周知期間終了後） 

 

 

結 論  

・路上禁止区域（案）については、提案のとおりとされた。 

・条例については、「題名」「目的」「責務」等を含めて修正することとし、パ

ブリックコメントも修正した条例（案）で行うこととされた。 

  

 

主な意見・補足等 

・「伊勢市を美しくする条例」に喫煙制限の内容を加えるのであれば、美化の視点で

はないと思われるため、人が多く集まる場所であるための「安全上の配慮」とい

う視点を加えるべきではないか。また、それを加えるのであれば、条例の題名も

改めるべきではないか。 
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